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 購入物件に越境（している、されている）がある場合、住宅

ローンの審査に影響することがあります。 

 

 審査基準は金融機関によって相違があり、越境物件はすべて融

資対象にならない金融機関もありますが、一般的には越境の程度

が、それほど深刻でなければ融資に応じてくれます。 

 

 もちろん、越境がないに越したことはありませんが、都心部の

ように建物が密接している地域では、越境は決して珍しいことで

ありません。 

 

 そこで、もし気に入った物件に越境があった場合で、ローンを

予定しているなら金融機関に越境の状況を正確に伝えることが重

要です。 

 ローンの審査をする人は必ずしも不動産取引のプロではありま

せん。 

 中途半端な説明にならないよう、ここはプロである不動産会社

（営業マン）に任せた方が良いでしょう。 

 

 ただし、不動産会社（営業マン）にその能力があることが前提

です。 

越境がある物件の住宅ローン 

 家主が死亡すると相続が開始します。相続人は家主に

帰属していたアパートの所有権を取得するとともに賃貸

人たる地位を承継します。 

 その結果、賃貸借関係は従前の契約内容で継続される

ことになります。 

 したがって賃借人は借家の利用を継続することがで

き、家賃額、支払時期、支払方法、賃貸借期間その他の

条件も従前どおりです。 

 家賃支払先については、相続人が一人の場合はその者

に対して支払えば足りますが、賃借人は相続人が一人か

どうかは通常わかりません。 

 これに対して、相続人が複数の場合は、相続財産は共

同相続人の共有となります。 

 この場合、遺言がある、または共同相続人間で遺産分

割協議が成立しているなど、賃貸人の地位を承継した者

が確定していれば、その者に対して支払えば足ります。 

 しかし、相続争いが起きた場合は、各相続人が自らが

賃貸人であると主張し単独で家賃を請求してくることも

考えられます。 

 一方で、賃借人が家賃支払いを拒絶すると相続人が家

賃不払いを理由に賃貸借契約解除を主張することも考え

られます。 

 そこで、借主としてはいったいだれに家賃を払えば良

いのかということになりますが、民法では相続財産は共

同相続人の共有としています。 

 相続財産に金銭その他の可分債権があるときは、その

債権は法律上分割され、各共同相続人がその相続分に応

じて権利を取得することになります。 

 しかし、そうすると賃借人は家賃を相続分に応じた金

額を、各相続人に支払わなければなりません。相続人、

相続分の確定は非常に煩わしく困難な作業です。 

 そこで、このような不利益を賃借人に課すことは不合

理として現在では家賃支払請求権は不可分債権とし、賃

借人は一の相続人に対して全額支払うことができると解

されています。 

 しかし、トラブル回避のためには、相続人間で家賃の

受取権者を特定してもらうのがいちばんで、これが家賃

支払日に間に合わない場合は、家賃を法務局に供託する

ことも考えられます。 
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 売主さんに隣地の方の人柄を聞いてみましたが、付き合い

がないからわからないとのこと。嫌な予感がします。 

 翌日、土地家屋調査士から困った連絡が入りました。この

土地一帯は昭和４０年代に開発された団地ですが、法務局

の図面と現地の寸法に相当な誤差があるとのことです。 

 この土地も例外でなく、仮測量の結果、間口の寸法が約三

十センチ足りません。 

 そうすると、もともと登記簿より面積が少ないのか、あるいは

隣地が越境しているか、そのどちらかということになります。 

 越境がある場合、覚書（現状は越境を認めるが再建築の際

は境界内に建てる）を取り交わすことが多いのですが、今回

は三十センチです。 

 調査士は言います。「おそらくお隣が越境しているでしょう」 

なんてことでしょう相手はあの隣人です。越境を簡単に認め

るとは到底思えません。 

 売主さんにそのことを伝えると「どうすればいい？少しくらい

面積が減っても構わないから穏便に解決してよ」 

 たしかに坪当たり数万円の土地です。三十センチ減ったと

ころで大した金額にはなりません。 

 でも本当にそれでいいのでしょうか。     次号に続く 
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 不動産の売買では隣地との境界を明示して引き渡すのが

原則です。境界が不明な場合は隣地の方の立ち会いのもと

測量士、土地家屋調査士が測量を行い境界を決めます。 

 先日の土地売買のことです。境界の一部が不明なため新

たに測量することにしました。 

 現地に出向き境界杭を探していると、お隣りの方が不審者

を見るような目つきで私を見ています。 

  「お宅、そこでなにしてるの？」 

 「境界杭を確認しているんですよ。でもないようですね。測

量して杭を入れたいと思いますので、その説はよろしくお願

いします」 

 「知らんよ。そもそも杭なんか有っても無くても俺には関係な

いことだ。あんまり俺の家の周りをうろうろするんじゃないぞ」 

 見たところ私と同年齢ほどでの方ですが、ぶっきらぼうに言

い放ちます。 

 お隣りの敷地に入ったわけではありませんが、最初に挨拶

をしなかったことで心証を悪くしたかもしれません。 

 その日は自分の名刺を渡し、後日、土地家屋調査士と伺う

ことにしました。 


